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はじめに

ヴェトナム南部タイニン省に総本山を構えているカオダイ教は，多くの宗派の集合体として成長

してきたが，タイニンの「大道三期普度J(D平i-D亭oTam-Ky Pho・D9T句・ThanhTay-Ninh)派

が出している聖典(1)を筆者は1971年と1973年に同地に滞在した際に入手している。この聖典の中に，

本稿で取り上げる「李教宗の八道議定.!l(BAT Ð~O NGHI DlNH cu.a D寸cLy Giao Tδng)な

る小品が含まれている。「タイニン聖堂の大道三期普度」派が出版し，版権は同派の聖会 (HQr
THANH)が持っている。 1956年に第4刷15，000巻を印刷したもので，本稿ではヴェトナム語で記

された全10ページたらずのこの小品を翻訳紹介するとともに，若干の分析を加えることで，カオダ

イ教聖典の中での位置を明らかにすることを目的とする。なお，文中の[ Jは筆者の訳注とし，

カオダイ教特有の用語については初出を原則としてヴェトナム語を( )に記した。

「李教宗 (Ly・Giao・Tong)(2)の八道議定」

扶鷺 (Phふloan)(3)

護法 (H9帽Phap)(5)，文法(Van-Phap)(6)，

土載 (Si-Tai)(7)

序言

ファム・ヴァン・ゴォ(指文午 Ph♀m-van-NgQ)

李教宗が，三人の正配師 (Chanh-Phるi-Stiつ(4)

に聖堂 (Toa-Thanh)に戻るよう御召しの命令

が下されたため，護法と文法のついでに全職

位(8)に対して，常にこの教えに耳を傾け仕える

ように論された。

聖堂 (Toa-Thanh)，庚午の年10月3日 (1930年11月22日〉

チャン・ヴァン・スウオン(陳文昌 Tran-van-Xu'ぴng)

天に封ぜられた諸位 (chu'vi Thien-Phong)にご挨拶申し上げます。関聖帝君 (Quan-Thanh-D色-

Quan)(9Jが御降臨になられました。

関聖帝君

我らが鎮守のために壇を設けている悉くの諸位賢妹の香り高き思慮と，ヒィエプ・ティエン・ダ

イ(協天台 Hi~p-Thiên-Ðài) が天に封ぜられた諸位に御挨拶申し上げます。

「大道三期普度J (D亭i-D1;loTam-ky Pho-D9)を再度求めます400

李教宗 (Ly-Giao-Tδng)

諸賢友 (Hi詩en-Hなu心).諸賢妹 (Hi硲益n

ある諸賢友.諸賢妹は，人々を寿ぐべきではないでしょうか。
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「李教宗の八道議定」について

この老いの身Ó~の私を助ける責任を完全に果たしている上頭師 (Th向"ng-Ðâu-Suつωに感謝します。

上頭師がいうには， F弟子たちはすべての職位にある一群の者とともに皆気使い心から念じており

ます。李教宗のお慈悲にすがって教え(道 D亭0)を整頓する権能を再びお与え下さいますよう，哀

願申し上げます」と。

いかにも! 諸賢友・諸賢妹が民を教えるにはいまだに十分な資格を得ていないので，至尊のた

めにも何度も懇願しよう。

この老いの身も，心を寛くして耳を傾けましょう。すなわち，諸賢友・諸賢妹を巧みに教えるに

たる天機は 5年全て帥を要すということで，今日の老いの身は財産権を取り除いていくことを決定

するつもりです。それはティエン・フォン(天封 ThienPhong) の諸位にさらに試練を与えるた

めであって，教え (nenD亭0)を混乱させるつもりではありません。

諸賢友・諸賢妹は，十分な財力と道徳をもって[宗務〕行政を行ってきました。この老いの身も

必ず律法を厳しく遵守してきました。それゆえ，公平無私を尺度として〔宗務〕政治を行ってきた

つもりです。この老いの身も，個人的な思い入れのために保護するのではありません。それはこの

老いの身が，個人的に嫌いなために懲罰を加えるのではないということです。この老いの身が実に

言わんとすることは，教えは元来衆生全ての財産であるということです。この老いの身が自分自身

のためなどという理由で，公のためになしているのではないのです。この老いの身が，理に適った

方法で，功を賞し， 罪を懲らしめるために， (宗務上の〕権力を握らねばなりませんが， それは教

えの仕組みを斜めに仰ぎ見て，この老いの身の私に人生 (Do'i)(衆生の意〕を従わせるということ

ではないのです。この老いの身は乾坤 (Can-khon)の無為の権をもって象徴としています。この老

いの身は，ただお互いの愛情のために，諸賢友・諸賢妹にあらかじめ知っておいて欲しいことは，

公に頼るのではなく，下された命令を誠心誠意心して欲しいということです。この老いの身はいつ

でも決して容赦しなかったし，虚なるものは排除してきました。それゆえ諸賢友・諸賢妹は，この

老いの身を並みはずれて厳密で、過酷であるからといって非難しないでいただきたいですね。

護法よ! この老いの身は，南の朝廷が常用する文章を使用しています。それはいくつかの道議

定 (D亭o-Nghi-Dinh)となすためです。賢友はすべての意識をもって眺め，この老いの身とともに

最後に署名を記し入れ，合法的なものとみなされ，公布されるよう。この老いの身の理解を疎外す

るような条項があれば修正するつもりです。

(土載は，懸命にまるでこの老いの身の丈であるかのように書き写した。〉

第 1道議定

大道三期普度(第五年〉

法正伝 (Phap-Chanh-Truyen)に照らして，教宗と護法に〔宗務上の〕権能"が与えられる。

法正伝に照らして，頭師に (Dau-Suつに〔宗務上の〕権能同が与えられる。

法正伝に照らして，正配師 (Chanh-Phoi-Su'iに〔宗務上の]権能"が与えられる。

議定

第 1条 クゥー・チュン・ダイ(九重台 CU'u-Trung-Dai)とヒイエプ・テイエン・ダイ聖会(Ht?i-

Thánh) のすべての職位は，法正伝と新律 (Tân-lu~t) を遵守して教えを行ない，小さな者の権限

は大きな者の権限を侵すことはできないのだから，小さな者の権限を獲得できない各大人の責任に

従って，教えが行なわれなければならない。

第 2条天の封じられた諸職位は大小の秩序に従わねばならず，教えの名誉を汚す目上に対して

無礼の振る舞いをすることができないことは明らかでなければならない。
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『李教宗の八道議定』について

第3条 クゥー・チュン・ダイとヒィエプ・テイエン・ダイの天封のすべての職位は， 10月15日

から，この議定書を公布せねばならない。罪を犯す者はだれでも，三教の座(ToaTam也iao)に護

送される。

護法

タイニン聖堂にて成す。庚午年10月3日

署 名

教宗

フアム・コン・タック (PHj~M-cðNG-TAC) リー・タイ・パック (LY-THAI-BA-CH) 

第2道議定

大道三期普度(第五年〉

法正伝に照らして，教宗と護法に〔宗務上の〕権能が与えられる。

天の封じられた諸職位は，律が定めた以外の特別な権限，すなわち聖会についての権限をもさら

に有するように考え直す。

聖会に律が少ないために， [宗務上の〕行政権を全うすることができないことを考え直す。

議 定

第 1条老いの身を代表する上頭師 (Thu'9'ng-Dau-Su'つに権能を与え，身体の部分に関して，さ

らには老いの身の持つ神聖な部分に関しては，教宗がその各本分を履行する。

第2条 クウ}・チュン・ダイの職位は，正配師の階級にある者だけが権限に従って，教えの政

治的部分についての[宗務上の〕行政に当たるが，老いの身の教宗の権利を握っている者である頭

師に代わることができる。

第3条 〔宗務上の〕政治権に属するすべてのことは，条項が正配師に交付される。

第4条 正配師は政府や人生〔衆生〕と交わり通ずる権限を全うできるが，人生院会 (H(iiVi~n 

nho'nsanh)ゃ聖会に面倒を見てもらわねばならない。

第5条 この議定は庚午の年10月15日に交付される。

護法

ファム・コン・タック

法正伝と新律に照らす。

タイニン聖堂にて成す。

庚午年10月3日

署名

第3道議定

大道三期普度(第五年)

教宗

リー・タイ・パック

男女の職位を考え直し，権能を分かち，女性が男性の権限を侵したり，男性が女性の権限切を獲

得しではならない。

議定

第1条 男性派の正配師は特に男性の〔宗務上の〕行政に当たり，女性派の王配師は女性に関す

る〔宗務上の〕行政に当たる。男女は権限を分かつ。

第2条 各地の〔宗務上の〕行政に当たる職位は，以下のような等級に従ってその権限を分かつ。

配師 (PhoiSu')Mは，聖堂 (ToaThanh)におらねばならない。

教師 (GiaoSu，)ωは，一つの省 (tinh)の〔宗務上の〕リーダーとなる。
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「李教宗の八道議定』について

教友 GiaoHi'.l'U)帥は，一つのホ (hC>)仰の〔宗務上の〕リーダーとなる。

礼生(LeSanh)ωは，一つの郡 (Qu~n)の〔宗務上の〕リーダーとなる。

正治事 (ChanhTri Sω闘は，一つの村 οang)の〔宗務上の〕リーダーとなる。

副治事は (PhoTri S1.，l')帥は通事(ThδngS的制とともに，一つの邑 (xom)の〔宗務上の〕

リーダーとなる。

第 3条 すべての職位は特別の地域を持ち，自分の責任において地区の境界を越えて，もめ事を

引き起こし，互いに争うことはできない。

第4条 すべての職位は聖会の教えに従わねばならず，勝手に移し替えて，教えの真伝 (ChO'n幽

truyen)を修正し変えることはできない。

第5条 この議定に関して，罪を犯した職位は三教の座に護送されねばならない。

第6条 この議定は庚午の年10月15日から交付される。

護法

ファム・コン・タック

タイニン聖堂にて成す。

庚午年10月3日

署名

第 4遁議定

大道三期普度(第五年〉

法正伝に照らし，男女王配師に権能を与える。

教宗

リー・タイ・パック

権能が特別〔完全無欠〕なものでないことを考え直すと，五いに甑酷をきたすことが生ずるかも

しれないから，それによって，正しい教えが傾いたり，教えと人生 (Dかi)(衆生〕が合わないこと

もあろう。

議定

第1条上正配師 (Thu'C>'n号 ChanhPhoi Sば〉ωは，各地を視察し，道友 (D亭oHu'u)の世話を

する権限を持つ。

第2条 正玉配師 (ChanhNgC>c PhらiSu')仰は，一方では教えについてと他方では人生〔衆生〕

について職位を治める権限を与えられており，聖会の真伝を見ながら，職位に〔各自の〕本分を尽

くさせることができる。

第 3条太正配師 (ThaiChanh PhるiSぱ〉附は，普度 (pho-d<))と教えの財料とを調整する権利

を持っており，財政について心を配り， いずれでも主となって， 天封の職位 (Chu'cSac Thien 

Phong)にむかつて糧稼〔賃金〕を決めることができる。

第4条正上配師 (ChanhThu'Q・ngPhoi Sゅは，全教えを代表する権限を持ち，政府や全信徒

と交わって，人生 (nho'nsanh) (衆生〕を教育する権利を掌中にしており，人生会 (H<)iNho'n 

Sanh)の座主となることができる。

第5条 玉正配師 (NgC>cChanh PhるiSば〉は，すべての職位と信徒を整え治める権限を掌中に

しており，諸々のもめ事もこの人物の掌中に権限がある。

第6条 正太配師 (ChanhThai PhるiSu，)は，他郷で教えを伝えることを職位に乞い求める権

限を持つ。しかし，その地にあって人に限度はあるが，聖会の主座となることができる。

第7条 すべての権能はクゥウ・ヴィエン(九院 Ci'fuVi~n) の中で分離確定しており，すべて

以前のままである。

-134一(51)



「李教宗の八道議定」について

第8条 この議定は庚午の年10月15日から交付される。

タイニン聖堂にて成す。

庚午年10月3日

署名

護法

ファム・コン・タック

教宗

リー・タイ・パック

第 5道議定

大道三期普度(第五年〉

法正伝に照らし，以前から交付されていた。

封ぜられる職位が，教えに完全に献身するために，教えを行なう者が足りなくなるということは

ない。それで、も，諸大天封 (D平iThien Phong)は助ける力が十分で、はない。

議定

第 1条封ぜられたすべての職位は，人生〔俗世〕を捨てて教えを行なわなくてはならない。

第2条教えに献身的に全うする職位は，悉く聖会に入ることのできる一方で，この範囲の外の

者は教えの〔宗務上の〕政治に参加することはできない。

第 3条教えが多くの人々に公けに開かれているために，聖会によって，どのような者でも次の

様に認められた。すなわち，教えに功績のある者はハム・フォン(威封 Ham-Phong)の職位に列

せられる。

第 4条 この議定は庚午の年10月15日から交付される。

タイニン聖堂にて成す。

庚午年10月3日

署名

刀
/ツタ

法

ン

護

コムアフ

教宗

リー・タイ・ノ〈ック

第 6道議定

大道三期普度(第五年〉

パック・クアイ・ダイ(八卦台 BacQuai Dai)，クゥー・チュン・ダイ，ヒイエプ・ティエン

・ダイの全聖会は法正伝に照らして，従う。

法正伝のために考え直すと，この老いの身が護法に注解を伝え授けたのは，以前から施行してき

たように，クゥー・チュン・ダイやヒィエフ0 ・ティエン・ダイに教えの権限に逆らい，至尊の正し

い教え (Chanh-GiaoChi.Tδn)に混乱を引き起こさないようにするためです。

議定

教宗と護法という天の封じた二つの位は，憲法制に調和し，法正伝に合わせるために自らの台を

整え治めねばならない。そのために，この書類に連記し，約束するのである。

タイニン聖堂にて成す。

庚午年10月3日

署名

護法 教宗

リー・タイーパックファム・コン・タック
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「李教宗の八道議定」について

聖堂にて1934年8月25日

扶鷲

ホォ・フアップ(護法 H(i・Phap) ティエプ・ダオ(接道 Ti匂-D亭0)

(甲戊年7月16日夜半〉

カォ・トウォン・ファム(高上品 CAO・THU'σNG-PHAM)帥

貧弱な教え (Ban-D亭0)(教団〕が，教宗，護法， トウオン・サイン(上生 Thu'9'ng-Sanh)Íl~， 

カオ・ティエプ・ダオ〈高接道 CaoTi色p-D亭0)防， レ・ティエプ・テ(繋接世 LeTi色p-Th色〉倒の

権限をお持ちの方々にご挨拶申し上げます。

どうぞ，タイ(太 Thai)・トゥオン(上 Thu'9'ng)) ・ゴック(玉 Ng9c)正配師と女性正配師

を内に入れて下さい。

貧弱な教え〔教団〕が，ダオ・フウ(道友 D亭o-Hなu)とダオ・ティ(道子 D亭oTy)の諸位にあ

る方々にご挨拶申し上げます。

教宗の権限をお持ちの方に申しあげます。どうぞ正配師の諸位がその本分を尽くし護らねばなら

ないことを何度も繰り返し，閣下に申し述べさせて下さい。また，李教宗を心から迎えることので

きるよう，厳かに静かに墳を整えて下さい。貧弱な教え〔教団〕は，男女の全聖会に，だれでも個

人的な秘密で人に怒りを発し，聖会の多くを極めて不幸にしてはいけないことを，諭された。

カオ・テイエプ・ダオ，そなたは霞を通知して，十二分の助力があった。

「大道三期普度」を再度求めます。

李太白 (Lý-Thái-B~ch)

諸賢友 (H印ie白n-H白台l'U吋).諸賢妹 (Hi淀en

教宗の権限を持つ者が言つた。

陸

ああ，この老いの身はまだ，どのような日でも権限を握っていて，邪心を持っている者を取り除

き絶え尽きさせることに決めました。この老いの身が本当に言わんとすることは，至尊の正しい教

えは，その実相を明らかにされねばなりませんが，そうではなくて，この老いの身が太陽の前に人

間の聖体 (ThanhT凶 cuaNguかりを見せることよりもむしろ，帰路へ歩むだけのほうがいいと

いうことです。

玉正配師は，この老いの身の書き出した道議定のそれぞれを賢友みずからが親しくすべての天の

封じた職位の出席の下で読み上げられ，承認されねばならない。

第 7道議定

法正伝に照らして，教宗と護法に権限を与える。

二番目の道議定に照らして，上・中・日 (Thu'9'ng-Trung-Nhv't)に身体の部分に関する教宗の権

限を与える。

三番目と四番目の道議定に照らして，クゥー・チュン・ダイ聖会の男女両派に権能を与える。

五番目の道議定に照らして，実際に職位が握っている行政権を〔その職位に〕授けることを定める。

至尊の密旨に照らして。

議定

第 1条最初の時期から教えに対する献身を全うしたクゥー・チュン・ダイの男女のすべての職

位は，次の場合を除いて，それぞれ同じように等しく一級昇任する。

一つは，庚午年10月15日以降に，教えに献身した者。
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「李教宗の八道議定」について

二つは，律法を道守せず，自分の本分を尽くし全うしていない者。

三つは，全体に共通してではない〔宗務上の〕行政権を握っている者。

四つには，パラモンの邪教の輩，正しい教えの真伝 (chぴn・tryuenchanh-giao)に逆らう者。

五つには，恩賞を渡したばかりの者である。

第 2条 月心掌道(Chti合ng-D亭oNguy~t-Tâm) の権限に従う外交聖会 (Hi?i-Thánh Ngo亭iGiao) 

と天の封じたすべての職位は，功績と事業に対し，思賞を十分に得ているので昇級することはでき

ない。

第 3条功積のあった者が聖会とともに罪を着せられた場合には，そのことをヒィエプ・ティエ

ン・ダイに提出しなければならない。ヒィエプ・ティエン〔・ダイ〕の三教の座が無罪の判決を下

すかぎり，教え〔教団〕に功績のあった天の封じた職位と同じように等級を昇ることができる。

第 4条教宗の権限を持つ者と，二つの形有る台 (NhjHi'l'U Hinh Ðài)Ø~ [宗務機関〕の聖会の

すべての天の封じた職位は，この道議定を履行せねばならない。

第 5条八つのすべての上奏文は封賞を求めている。

タイニン聖堂にて成す。甲成年7月15日

護法 教宗

ファム・コン・タック リ}・タイ・パック

陸

老いの身に，お続け下さるよう，再び求めます。

第8道議定

クゥー・チュン・ダイ(九重台〉とヒイエプ・テイエン・ダイ(協天台〉は法正伝に照らされ

〔て，運営され〕る。

考えるに，教えはただ一つである。

議定

第 1条 大道三期普度によるどのような派閥も， [大道三期普度を〕根として成立しているので

あって，聖会の命令によるのではない。それゆえ，すべての衆生が面倒を見ることのできないのが

至尊のことであり，決めねばならないと心に思っているのはバラモンの邪道の輩のことである。

第 2条 入門して真伝の緒に加わることを願い出る各宗教は，万余の霊 (V亭n-linh)の権限と至

尊の公認する権限とを充たさねばならない。

タイニン聖堂において創設された。甲成年7月15日

護法 教宗

ファム・コン・タック リー・タイ・ノ号ック

上・中・日，賢友は，この老いの身の部分に対する，個人的な賢友の機能に注意せねばならない。

それゆえ，道議定が特に設けられねばならなかったのであるから。

おわり に

「李教宗の八道議定』というタイトルからも知られるように，この教義の補足書とでもいうべき小

品は，その形式をカオダイ教の教宗という地位にある人物が創ったという体裁を取っている。いう

までもなく，李教宗こと李太白は中国唐代の著名な詩人であって，人々の心の中に生きこそすれ20
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世紀に生存することはない。その人物が扶驚という手段を講じ，その意志を降霊の中で示したのが

本書ということになる。教宗という職位は， カオダイ教の教団組織闘の中で宗務(行政府〉を執り

行うクゥー・チュン・ダイ(九重台〉の最高位に位置する。いうなれば，カソリックの教皇に当た

る地位である護法ファム・コン・タックと共にカオダイ教を代表する地位にある。現存しないその

人物が創ったこととして，それもあえて議定という形式をとらざるをえなかったということはこの

時期のカオダイ教内部の混乱を伺わせるといって過言ではなかろう。

八つの議定書の署名時期と署名人物には以下の表のように，二つの大きな時期の違いが見られる。

署名目西暦 署名人物 署名目西暦 署名人物

第1議定書 I1930・山2 I護法教宗[第5議定書 I1930・11• 22 I護法・教宗

第2議定書 I1930・日2 I護法 ・ 教 宗 |第6議定書 I1蜘 11• 22 I護法・教宗

第3議定書|附・ 11・22 I護法・教宗 i第7議定書|削・ 8・25 I護法・教宗

第4議定書|附 11.22 I護法教宗|第8議定書|附・ 8.25 I護法・教宗

この時期の違いは扶鷺の時期の違いであることが本文より知られる。すなわち，西暦の1930年11

月22日(庚午年10月3日〉に行なわれた扶驚は護法・文法・士載によって成され， 1934年 8月25日

(甲成年7月16日夜半〕 に行なわれた扶驚は護法・接道によって行なわれている。 内容は訳出しで

あるので，繰り返す必要はないだろうが，時期の違いが生ずる第7議定の前，第 6議定に扶鷺が記

され，カオ・トゥオン・ファムの言として，李教宗を迎え入れられるように，さらには，太・上・

玉の各正配師と女性正配師が教団内部に入れられるように述べていることは注目に値しよう。この

小品に出てくる 2度の扶驚に共通して参加しているのは護法ファム・コン・タックだが，彼の小史

がカオダイ教の聖典の中に含まれており，その第4章に伝導過程での諸障碍という章がある。それ

によれば，「わずかの良からざる人々は， 名利の残りかすを天に帰せてばかりいて， 生活権に依拠

し，謹告を謀って密かに教えにある人を損ない，カオダイの聖会が散り散りに砕けざるをえぬよう

に担造して伝え，師(ファム・コン・タック〕は一時期流亡せねばならなかった。」 とある。 もち

ろん，この時期のヴェトナム南部メコンデルタを取り巻く社会経済的な要因，すなわちフランス植

民地支配と，その下での米やゴムを中心とするプランテーションの開発とその過程での土地の収奪，

世界恐慌直後の経済的混乱と米価の国際市場での変動等が背景を成すことは言うまでもなかろう。

しかし，その教団内部の要因として，倉IJ-&.:期に見られる権力闘争があり，護法ファム・コン・タッ

クが大道三期普度の理念の下に各派閥をも統合する実権を確立するために，李教宗の教団内での名

声・評価を利用して，教主の地位を確立するのに少なからざる役割を果したのが本小品の性格であ

り，聖典の中にいれられている理由であろうと思われる。

註

(1) カオダイ教聖典の構成については，拙稿「護法ファム・コン・タック小史試訳一一カオダイ教聖典の考察

(1)一一J，1985，東洋大学アジア・アフリカ文化研究所「研究年報」第20号(1986年3月発行)[以後，拙稿

1985とするJpp. 88~89参照。

(2) 1李教宗」とは中国唐代の詩人李太白のことであり， カオダイ教において降霊する諸霊の中でも，教義の

中心的な解釈を天帝カオダイに代わって行なうことから， 1教宗」との尊称をもって称される。教宗の権能

については，拙稿 111法正伝注解』訳考[1]一一カオダイ教聖典の考察一一J 1986， 東洋大学アジア・ア

フリカ文化研究所「研究年報」第21号 (1987年3月発行)[以後，拙稿 1986とするJpp. 17~19参照。

(3) 扶驚 (Pho-loan)とは，降霊術のー穏で，カオダイ教では天帝の意志を伺うときに，質問事項を書いた紙
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を燃やしたり，あるいは衆目の前で朗称したりした後に，霊媒役の人物が滋霊にともない自動書記を行なう。

この「序言」は，護法 (HQ-Phap)，文法 (Van-Phap)，土載 (sl-Tai)ファム・ヴァン・ゴ、オ (Ph:j.m-v且n-

NgCl)による降霊の内容という形式をとっている。

(4) lE配師の権能については，拙稿 1986pp. 23~26 参照。また，その職位については，拙稿「カオダイ教の

「新律』について一一カオダイ教聖典の考察 j 1986， 立教大学史学会「史苑』第45巻第1号(通巻134

号)[以後，拙稿1986-2とする)p.68参照。

(5) 護法については，拙稿1985を， その教団上の位置については拙稿 ilF法正伝注解』訳考 (2) カオダ

イ教聖典の考察一一ーj，1988，東洋大学アジア・アフリカ文化研究所「研究年報」第23号 (1989年3月発行〉

〔以後，拙稿1988とする)p. 74参照。

(6) i文法 (Van-Phap)jという聖職位階上の職名についてはカオダイ教の『法正伝注解」にも， IF新律」にも，

その名を見ない。ただ，カオダイ教の立法組織であるヒィエプ・ティエン・ダイ(協天台 Hi~p-Thien -Dai) 

の各職位の道服を記した項に「保文法君 (Bao・Van-Phap-Quan) の道服」 なる項があることから， r文法

(Van-Phap)jとはこの「保文法君 (Bao-Van-Phap-Quan)jのことかと推測される。その機能については不

明。

(7) 士載はヒイエプ・ティエン・ダイの職位の一つで，記録類の保存をその主な職務とするものを言う。拙稿，

1988， p.74参照。

(8) Chirc Sacとは，前近代の伝統的な村落での封職者に対する呼称で，漢字に直すと「職敷」となるが，余

りなじまないので，本稿では「職位」と訳した。

(9) 関聖帝君の祭組については，歴史的には北部ヴェトナムで盛んであったが，メコンデルタを中心とするカ

オダイ教に出てくることは，同地の開発史上，明末に中国の移民が果した役割とその末商が信徒に多いこと

を伺わせる。拙稿「腕朝初期国家祭加の一考察j1980，東洋大学アジア・アフリカ文化研究所「研究年報J

第15巻 p.34参照。

(10) i大道三期普度」とは， 天帝が人類の災い・困難に当たりこれまで三度の救済を行なったとの考え方であ

る。 1回目の救済とは，然燈古仏・太尚道君・福音・モーゼにより。第2回目は，釈迦牟尼・老子・孔子・

イエス=キリスト・モハメットによる救済であった。 3度目がカオダイの名の下による救済であるとの考え

で， i再度求める」ことで，この救済を強調していると推われる。

帥 Laoは老人の 1人称を表すことから，本稿では「この老いの身」と訳した。 ここでは李教宗のことであ

る0

(12) 頭師の権能については，拙稿1986，pp. 21~23 と，拙稿1986-2 p. 69参照。

制 カオダイ教は1926年成立のため，これが記名された1930年は丁度5年目に当たることからの言。

~4) IF法正伝注解』には護法についての権限の規定は記載されていない。拙稿1986p. 15. 

帥 注12参照。

制拙稿1986-1 p. 23~26. 参照。

的女性の権限については， PHAP CHANH TRuYEN CHU GIAI， pp. 39~49に規定がある 0
~8) 配師の権能については，拙稿1986-1，p. 26~27，拙稿1986-2 p. 68. 参照。

側教師の権能については，拙稿1988，p. 63~65，拙稿1986-2 p. 68. 参照。

側教友の権能については，拙稿1988，p. 65~66，拙稿1986-2 p. 68.参照。

例ホ (HCl)については，拙稿1986-2 p. 57. 参照。

伺礼生の権能については，拙稿1988，p. 67，拙稿1986ー 2p.67. 参照。

帥正治事の権能については，拙稿1988，p. 67 ~69. 参照。

帥副治事の権能については，拙稿1988，p.69.参照。

例通事の権能については，拙稿1988，p. 69~ 70. 参照。

帥 上正配師とは，仏教とその信徒を代表する正配師と思われる。拙稿1986-1 p. 21.参照。

制正玉配師とは，儒教とその信徒を代表する正配師と忠、われる。拙稿1986-1 p. 21.参照。
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帥太正配師とは，道教とその信徒を代表する正配師と思われる。拙稿1986-1 p. 21.参照。

帥憲法とはカオダイ教の協天台に属する職位の一つ。拙稿1985p. 103.参照。

帥上品とはカオダイ教の協天台に属する職位の一つ。拙稿1985p. 100， p. 103.参照。

帥 上生とはカオダイ教の協天台に属する職位の一つ。拙稿1985p. 100， p. 103.参照。

伺接道とはカオダイ教の協天台に属する職位の一つ。拙稿1985p. 100.参照。

帥接世とはカオダイ教の協天台に属する職位の一つ。拙稿1985p. 100.参照。

同二つの形ある台とは協天台と九重台のこと。拙稿1988p. 74.参照。

伺 カオダイ教の教団車邸哉については，拙稿1985pp. 102~1O3. 参照。
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